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１．はじめに 

「荒尾市水道ビジョン 2023 フォローアップ版」の位置づけは、平成 30 年度から令和９

年度（2018 年度から 2027 年度）までの 10 年間を対象として作成した「荒尾市水道ビジ

ョン」の実施状況等を中間評価・点検するためのもので、フォローアップ版も当初水道ビジ

ョンと同様に水道事業の「経営戦略」を兼ねるものとなります。 

近年の水道事業を取り巻く環境は、高度成長期に整備されてきた多くの水道施設が老朽化

しており、その更新工事や多発する地震等の自然災害に対応するための耐震化を含めた防災

対策を行っていく必要があります。その費用は多額となりますが、事業運営においての主た

る財源である水道料金は、人口減少や節水器具等の普及により水需要は低減化し、収入も減

少傾向が続いています。 

荒尾市水道事業でも同様に人口減少が進み、水需要も減少傾向であり、「荒尾市水道ビジ

ョン」に掲げていた安全・強靭・持続を基本方針として、将来に亘り安心安全な水の供給を

継続していくための施策を実施しておりますが、新型コロナウイルス感染症、紛争によるエ

ネルギー高騰や資材不足などが追い打ちをかける形となり、経営は非常に厳しい状況にあり

ます。この様なこともあり 32 年間据え置いてまいりました水道料金を今般改定させていた

だいた次第でございます。 

今回の「荒尾市水道ビジョン 2023 フォローアップ版」は、当初の水道ビジョンの施策の

実施状況の自己評価を行うとともに、令和２年に完成したアセットマネジメントに基づく投

資計画や今回の料金改定を財政計画に反映させ、利用者の皆様にお示しすることを目的とし

ています。利用者の皆様にはご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 
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2．ビジョン施策のこれまでの振り返り 

平成 30 年に策定したビジョンでは、以下に示す（図１：基本方針と基本施策）のように基本方針と基

本施策を定めていました。各基本施策について、策定後の振り返りを（表１：基本施策の実施状況）にて

整理を行いました。 

また、重点施策については、（図２：重点施策個表）にて過去の経過及び今後の予定をまとめています。

中間評価の指標は下記のように分類しています。 

A ：2022 年度（R4）までに実績があり、予定どおり進捗している 

B ：2023 年度（R5）以降に計画しており、予定どおり実施予定 

C ：2022 年度（R4）までの取組から、2023 年度（R5）以降の計画を見直す必要がある 

 

 

  

図１ 
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表１：基本施策の実施状況
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表２：基本（重要）施策の実施スケジュールの新旧比較と実施内容
旧実施スケジュール（水道ビジョンp67から引用の上一部改編） （単位：千円）

平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度 38年度 39年度

1-01 水質管理の強化による安全性の向上（水質計器等） 4条 800 800 32,800 800 32,800 3,800 32,800 104,600

2-01 基幹水道施設の耐震対策の推進（配水池等） 4条 11,000 331,000 55,650 75,000 80,000 552,650

2-02 テロを未然に防ぐセキュリティの強化（柵等） 4条 7,500 30,000 30,000 7,500 75,000

5-04 効率的な水道施設の再構築と省エネ化 4条 ー

4条

合計
11,800 331,800 95,950 105,800 62,800 3,800 120,300 732,250

3-01 BCPの策定と運用による危機対応力の強化（訓練等） 3条 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 73,500

4-01 おいしい水の維持（広報等） 3条 2,900 600 600 600 600 5,300

4-02 利便性の向上（広報等） 3条 550 550 550 550 550 550 550 3,850

4-03 利用者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの促進（出前授業等） 3条 ー

5-01 投資の最適化（アセットの再診断等） 3条 15,000 15,000

5-02 最適な水道料金制度の確立（審議会運営等） 3条 7,000 4,000 7,000 18,000

5-03 ICT等の活用による維持管理の強化（ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの維持） 3条 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 14,000

6-01 地域水道を支える人材基盤の確立（フロー改定等） 3条 3,000 3,000 6,000

6-02 官民のパートナーシップの深化（中間検証など） 3条 8,000 8,000

３条

合計
550 550 550 23,050 17,050 23,950 13,650 13,100 31,100 20,100 143,650

550 550 550 34,850 348,850 119,900 119,450 75,900 34,900 140,400 875,900

新実施スケジュール（水道ビジョンフォーローアップ） （単位：千円）
平成 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和

30年度 1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

1-01 水質管理の強化による安全性の向上（水質計器等） 4条 6,000 5,800 13,900 2,400 800 68,700 1,800 79,500 123,600 302,500

2-01 基幹水道施設の耐震対策の推進 4条 51,748 89,233 115,376 115,148 516,441

2-02 テロを未然に防ぐセキュリティの強化（柵等） 4条 8,300 20,200 31,600 60,100

5-04 効率的な水道施設の再構築と省エネ化（配水池等） 4条 461,100 91,200 149,100 80,000 781,400

4条

合計
6,000 5,800 65,648 91,633 585,576 295,248 327,436 79,500 203,600 1,660,441

3-01 BCPの策定と運用による危機対応力の強化（訓練等） 3条 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 73,500

4-01 おいしい水の維持（広報等） 3条 2,900 600 600 600 600 5,300

4-02 利便性の向上（広報等） 3条 550 550 550 550 550 550 550 3,850

4-03 利用者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの促進（出前授業等） 3条 ー

5-01 投資の最適化（アセットの再診断等） 3条 15,000 15,000

5-02 最適な水道料金制度の確立（審議会運営等） 3条 7,000 4,000 7,000 18,000

5-03 ICT等の活用による維持管理の強化（ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの維持） 3条 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 14,000

6-01 地域水道を支える人材基盤の確立（フロー改定等） 3条 600 600 600 600 600 3,000 6,000

6-02 官民のパートナーシップの深化（中間検証など） 3条 0

３条

合計
550 550 550 20,650 17,650 16,550 14,250 13,700 31,100 20,100 135,650

550 6,550 6,350 86,298 109,283 602,126 309,498 341,136 110,600 223,700 1,796,091

実施済内容と実施予定
平成 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和

30年度 1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

1-01 水質管理の強化による安全性の向上（水質計器等） 4条

2-01 基幹水道施設の耐震対策の推進（配水池等） 4条

2-02 テロを未然に防ぐセキュリティの強化（柵等） 4条

3-01 BCPの策定と運用による危機対応力の強化（訓練等） 3条

4-01 おいしい水の維持（広報等） 3条

4-02 利便性の向上（広報等） 3条

4-03 利用者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの促進（出前授業等） 3条

5-01 投資の最適化（アセットの再診断等） 3条

5-02 最適な水道料金制度の確立（審議会運営等） 3条

5-03 ICT等の活用による維持管理の強化（ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑの維持） 3条

5-04 効率的な水道施設の再構築と省エネ化 4条

6-01 地域水道を支える人材基盤の確立（フロー改定等） 3条

6-02 官民のパートナーシップの深化（中間検証など） 3条

No 施策 費目 計

アセットマネジメント実施 完了　　　アセットマネジメント完了後に検討

備考

包括委託受託者への委託費に含む

計（３条+４条）

No 施策 費目 計

包括委託受託者への委託費に含む

計（３条+４条）

No 施策 費目

144,936

出前講座実施 出前講座実施継続・小中学生への水道教室実施（申込受付）

予定なし アセットマネジメントの見直し業務

高感度色濁度計の設置 高感度色濁度計の設置継続

重要施設への幹線の耐震化：屋形山～市民病院

（配水池は5-04へ）

重要施設への幹線の耐震化(6~9年度は、各年度金額は未定)：

市民病院～中央病院・岱陽中

（配水池は5-04へ）

予定なし ITVによる監視装置の導入

BCP訓練・WDB利用料 BCP訓練継続

予定なし イベント実施・広報活動

令和3年5月コンビニ収納・スマートフォン決済導入 決済手段の拡大検討

第三者審査（官民連携ワークショップの実施） 官民連携ワークショップ成果の発表

水道料金改定を審議会へ諮問・答申受領 令和５年６月議会にて改正条例案可決、１０月から施行

新たなクラウドサービスの利用検討 新クラウドサービス利用開始又は利用検討の継続

マニュアルの随時改訂 マニュアルの随時改訂の継続

アセットマネジメント策定

屋形山配水池の整備再構築準備（実施設計まで）
屋形山配水池の整備再構築着工（解体工事+整備工事）
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図２：重点施策個表 
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◇施策振り返りと評価のまとめ 

 

荒尾市の水道事業は、平成２８年度から包括委託を導入しています。 

様々な課題がありながらも、現状ではこのパートナーシップが順調に機能して、荒尾市の水道は維持

されています。このパートナーシップを土台として、平成３０年度からの水道ビジョンの基本施策は遂

行されており、民間企業の特色を生かした対処も、これまで数多く発揮されてきたところです。 

その結果、基本施策の実施状況の中間評価は、今後行われる予定の２項目をのぞいて１４項目中１２

項目が「A」（実施実績があり、予定どおり進捗している）というものでした。中でも、令和３年５月か

ら実施された「コンビニ収納及びスマホ決済」の利用実績は高く、お客様の利便性は大きく改善され、

納付書支払の方々のうち７５％以上の方々にご利用いただいております。 

そして、基本施策の項目「最適な水道料金制度の確立」については、コロナ禍により、審議会からの

答申を頂きながらも、なかなか実施できずにおりましたが、令和５年６月定例会において、市議会での

審議・可決を経て、ようやく実施されることとなりました。この３２年ぶりの水道料金改定につきまし

ては、みなさまのご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

また、中間評価において「B」（令和５年度以降の実施を計画し実施予定）と評価された項目をまとめ

ると次のとおりです。これらの課題についても、今後着実に取り組み実施することといたします。 

 

施策目標 基本施策 取組状況 

②災害対策の強化（事前対策） 

2-02 

テロを未然に防ぐセキュリテ

ィの強化 

予定どおり２０２３年度（R5）以降に

侵入防止柵及び ITV カメラを設置す

ることを計画しています。 

④お客様満足度の維持・向上 
4-01 

おいしい水の維持 

予定どおり２０２３年度（R5）以降に

PR 活動を実施します。 

  



10 

３．投資・財政計画（収支計画） 

  

1.投資・財政計画（収支計画）の試算について

（１）収益的収支

①営業収入（収益的収入）

　ア　給水収益

・参考：給水収益の推移（千円） R5.12料金アップ

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

736,867 738,610 734,002 733,496 730,715 732,603 727,076 721,196 715,177 713,811

- - - - - 773,176 875,646 870,693 865,740 838,045

744,475 750,312 763,789 752,456 737,891

7,608 11,702 29,787 18,960 7,176

・参考：有収水量の推移（千㎥）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

5,023 5,019 5,087 4,999 4,896 5,039 5,024 4,994 4,965 4,925

・参考：対前年度比（％）

H30 R1 R2 R3 R4 5年平均

100.0% 100.8% 101.8% 98.5% 98.1% 99.8%

給水戸数％計算用 23,390 23,422 23,410 23,375 23,427

100.9% 100.1% 99.9% 99.9% 100.2% 100.2%

99.4% 99.9% 101.4% 98.3% 97.9% 99.4%

行政区域内人口％計算用 52,525 51,910 51,321 50,622 50,052

98.9% 98.8% 98.9% 98.6% 98.9% 98.8%

　イ　その他

・雑収益のうち主なものについて、次のとおり見込みます。

消火栓維持管理費負担金　毎年度2,470千円（決算値）を計上します。

督促手数料　毎年度1,345千円（決算値）を計上します。

水道ビジョン計画値

【方針】

・平成30年度に水道ビジョン兼経営戦略として策定した収支計画について、計画期間の中間（5年）を経過したため見直しを行います。

・策定時の考え方を踏襲しつつ、事情の変化による必要な修正並びに策定後から現状までの経営環境の変化を反映します。

・総務省の「経営戦略策定・改定マニュアル」「経営戦略策定・改定ガイドライン」「経営戦略の策定に関するＱ＆Ａ」を基に改定を行いま

す。

・財政計画の各項目については、以下のとおりの説明に従って試算を行います。

・「令和4年度決算値」については、以下「決算値」と表記します。

【振り返りと反映事項】

・策定当時の予測では、水需要の減少に伴う営業収益の減少と施設の老朽化の進行による営業費用の増加により、令和3年度に赤字となり、以後

その額は増加していく見込でした。実績では、新型コロナ禍に伴う巣ごもり需要による給水収益の一時的な上昇により、営業収益はやや好転し

ております。しかしながら、水需要減少の全体的な傾向は変わらず、令和4年度には赤字となりました。

・収支のバランスの是正が必要となり、令和2年12月から令和3年10月にかけて荒尾市上下水道事業運営審議会にて、上水道料金のあり方につい

て諮問・答申を行い、令和5年6月議会で議決を経て、水道料金の見直しを行いました（令和5年11月検針分より反映）。これにより収支算定期

間内（令和４年度～令和８年度の5年間）の黒字化の見込となりました。

・反映事項については、各項目の下にて説明しています。

・全国的に人口減少傾向にあり、本市においても減少傾向となっています。荒尾市第6次総合計画の人口予測を基に給水人口の予測を行います。

・節水意識の高まり、節水型家電製品の普及による水需要減少傾向は継続すると見込んでいます。

・給水戸数は人口に比べると減少が緩やかとなっています。

・有収水量はコロナ禍での巣ごもり需要により一時的に上昇しましたが、全体的には減少傾向となっています。

・令和5年11月検針分（12月支払分）より、料金改定を反映させています。

以上のことから給水収益を推計しています。

年度

他会計負担金

雑収益

内容

水道ビジョン計画値(改定)

決算値

計画値と決算値の差

年度

決算値｛R5~9は計画値

(改定）｝

年度

給水収益

給水戸数

有収水量

行政区域内人口

項目
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②営業外収入（収益的収入）

　ア　補助金

・他会計繰入金について、次のとおり見込みます。

最新（令和５年度）予算と同額700千円を毎年計上します。

閉山炭鉱水道事業利子分等　最新（令和５年度）予算と同額36,142千円を毎年計上します。

　イ　長期前受金戻入

　ウ　その他

・雑収益などについて、次のとおり見込みます。

下水道料金徴収事務負担金・行政財産使用料等で、決算値と同額の30,820千円を毎年計上します。

③営業費用（収益的支出）

　ア　原水及び浄水費、配水及び給水費、総係費

・動力費、修繕費、その他のうち主なものについて、原水及び浄水費から総係費までの内数値としてインフレ率を加味して次のとおり見込みます。

　・参考：人件費の推移（千円）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

42,385 42,597 42,810 43,024 43,239 43,455 43,672 43,891 44,110 44,331

- - - - - 61,516 51,615 51,873 52,132 52,393

49,478 50,722 44,414 45,978 55,905

7,093 8,125 1,604 2,954 12,666

　イ　減価償却費

・これまでに取得した固定資産の減価償却費の予定額に建設改良費をもとに今後取得する固定資産分の減価償却費見込額を見込みます。 

・老朽化した施設の本格的な更新に着手したことにより、減価償却費が増加していきます。

　・参考：減価償却費の推移（千円）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

382,419 400,615 403,471 408,659 415,700 425,372 439,657 463,308 481,077 518,920

- - - - - 459,450 502,425 534,588 554,208 576,442

386,821 397,799 398,954 415,548 438,810

4,402 -2,816 -4,517 6,889 23,110

項目 内容

児童手当に要する経費分

・これまでに取得した資産のうち国庫補助金の繰延収益を充当している償却資産の減価償却にあわせ収益化し、今後取得する資産についても同

様の考えで見込みます。

項目 内容

他会計補助金

雑収益

項目 内容

動力費 井戸から水を汲み上げたり、水源地から水を送るポンプを動かすための電気料金、燃料費等を見込みます。

5年平均値（令和元年度～令和５年度の平均予算値）での動力費単価をベースにしています。

修繕費 水道本管の漏水修理や、水道施設の機械の修繕等に係る費用を見込みます。

5年平均値（令和元年度～令和５年度の平均予算値）での修繕単価をベースにしています。

委託料 決算値をベースにして計上します。

受水費、ダム負担金 決算値57,658千円を毎年計上します。

その他の経費 材料費・薬品費・新ビジョン施策費・その他費用は、決算値で計上します。

人件費 　5年平均値（令和元年度～令和５年度値）での人件費単価をベースに下記の要件に見直しを行っています。

　水道職員は、包括委託導入直後に一時的(平成29年度)に５名で運営していた時期がありましたが、事業の安定的な

運営のため、現行人数の6名(平成30年度以降)に見直しを行っています。

　また、企業管理者の給与は、下水道事業と年度により負担区分が変わるため、年度毎にバラつきがあります。

年度

水道ビジョン計画値(当初)

水道ビジョン計画値(改定)

決算値

計画値と決算値の差

年度

水道ビジョン計画値(当初)

水道ビジョン計画値(改定)

決算値

計画値と決算値の差
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④営業外費用（収益的支出）

　ア　企業債利子償還金

　・参考：企業債利子償還金の推移（千円）

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

78,800 76,600 75,200 74,300 71,700 73,300 74,000 78,800 79,500 83,500

- - - - - 67,107 69,141 72,792 74,554 77,367

73,181 69,207 65,289 62,744 60,097

-5,619 -7,393 -9,911 -11,556 -11,603

　イ　雑支出

・決算値471千円を毎年度同額で計上します。

（２）資本的収支

①投資財源（資本的収入）

　ア　企業債

　イ　国庫補助金

　ウ　他会計補助金

　エ　他会計負担金

②投資費用（資本的支出）

　ア　建設改良費

　イ　企業債償還金

年度

・これまでに借り入れた企業債の元金と今後借り入れる企業債の元金見込額、今後返済する元金償還見込額を加味して利子を見込みます。

・今後借り入れる企業債については、現行と同様の低利による長期償還を安定して見込むことができる公的資金（財政融資資金、地方公共団体

金融機構資金）を活用するものとし、耐用年数等に応じて、償還期間30年および15年（いずれも据置期間なし）の元利均等償還（利率は30年債

は年1.5％、15年債は年0.75％）とします。

水道ビジョン計画値(当初)

水道ビジョン計画値(改定)

決算値

計画値と決算値の差

【振り返りと反映事項】

・策定当時の予測では、令和3年度には収益的収支の赤字が発生すると見込んでいたことから、資本的収支の財源不足の補填財源が捻出できず令

和6年度には資金不足となり、事業運営ができなくなるという非常に厳しい見込としていました。

・実績では、上記予測よりもやや好転してはいますが、令和4年度には収益的収支が赤字に陥っています。長期的に水道事業を持続するため、先

40年の更新需要を考慮した上で、試算を行います。

・反映事項については、各項目の下にて説明しています。

・これまでに借り入れた企業債の元金償還予定額と今後借り入れる企業債の元金償還見込額の合算額を見込みます。

・今後借り入れる企業債については、現行と同様に低利による長期償還を安定して見込むことができる公的資金（財政融資資金、地方公共団体

金融機構資金）を活用するものとし、耐用年数等に応じて、償還期間30年および15年（いずれも据置期間なし）の元利均等償還、利率は30年債

は年1.5％、15年債は年0.75％とします。

・企業債の対象外となる事業費を一定額見込んだうえで、建設改良費から国庫補助金、消火栓の設置に伴い要する経費としての一般会計繰入金

を控除した額を企業債充当対象額とします。

・今後借り入れる企業債についても、現行と同様に低利による長期償還を安定して見込むことができる公的資金（財政融資資金、地方公共団体

金融機構資金）を活用するものとし、耐用年数等に応じて、償還期間30年および15年（いずれも据置期間なし）の元利均等償還（利率は30年債

は年1.5％、15年債は年0.75％）とします。災害時等不測の事態に備える為にも、給水収益の半年分の額を、現金で運転資金として保つよう

に、かつ過剰となりすぎないように充当率を調整します。

・建設時補助分については、重要管路補助分（生活基盤施設耐震化等交付金）に令和５年度26,750千円、令和６年度30,750千円を計上してい

ます。令和７年度以降は、詳細未定のため、計上していません。

・閉山炭鉱水道事業元金償還分については、償還額に応じて計上し令和６年度には153,089千円を計上しています。又、同程度の金額が令和14

年度あたりまで継続される見込みですが、それ以降は償還が完了するため漸減する見込です。

・平山簡水償還補助は、償還額に応じて(令和６年度1,375千円、令和７年度1,418千円)計上します。又令和７年度で償還は完了します。

・消火栓設置負担金として最新（令和５年度）予算の値である16,141千円を毎年計上します。

・アセットマネジメントに基づく更新計画により工事費を試算します。

・物価上昇による工事費増加について、個別工事の支払額は増加していますが、更新計画上の年間執行予定額については、更新優先度の再調整

を行い、財政負担の平準化を図ることで対応します。

・年度間による調整に寄り難い場合は、更新計画の見直しを行います。

・管路の健全度維持のための更新の事業量は、金額ベースで毎年３億円としています。
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ダ
ム

負
担

金
」

「
材

料
費

」
が

含
ま

れ
て

い

ま
す

。
「

職
員

給
与

費
」

の
内

容
や

推
移

、
「

減
価

償
却

費
」

の
推

移
等

に
つ

い
て

は
、

P
1

1
[営

業
費

用
（

収
益

的
支

出
）

の
人

件
費

]他
（

p1
0

～
1

2
）

に
詳

し
い

説
明

が
あ

り
ま

す
の

で
、

ご
参

照
く

だ
さ

い
。

４
条

収
支

に
つ

い
て

も
同

様
で

す
。

※
令

和
７

年
度

の
４

条
収

支
表

中
ビ

ジ
ョ

ン
施

策
費

「
3

2
7

,4
3

6
」

の
金

額
の

中
に

は
、

令
和

７
年

度
か

ら
令

和
９

年
度

ま
で

の
耐

震
管

工
事

費
「

1
4

4
,9

3
6

」
が

全
額

含
ま

れ
て

い
ま

す
。



15 
 

全
体

総
括

3
5
.
9
5

①
経

常
収

支
比

率
は

、
類

似
団

体
と

近
似

で
あ

っ
た

が
、

あ
り

あ
け

浄
水

場
の

修
繕

費
の

増
加

に
よ

り
、

1
0
0
％

を
超

え
て

い
る

が
、

減
少

し
て

い
る

。
た

だ
し

、
②

累
積

欠
損

金
も

発
生

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

経
営

状
況

は
健

全
な

状
態

で
あ

る
が

、
給

水
収

益
等

の
減

少
と

施
設

の
修

繕
費

等
の

増
加

が
今

後
も

想
定

さ
れ

る
た

め
、

更
な

る
効

率
化

の
取

り
組

み
が

必
要

で
あ

る
。

③
流

動
比

率
は

、
1
0
0
％

以
上

を
維

持
し

て
い

る
た

め
、

支
払

い
能

力
に

問
題

は
な

い
が

、
類

似
団

体
平

均
と

比
較

す
る

と
低

値
と

な
っ

て
い

る
。

④
企

業
債

残
高

対
給

水
収

益
比

率
は

、
平

成
2
2
、

2
3
年

度
に

「
あ

り
あ

け
浄

水
場

」
の

建
設

費
と

し
て

1
,
0
1
8
,
5
5
7
千

円
を

要
し

た
こ

と
に

よ
り

、
類

似
団

体
平

均
値

に
比

べ
高

値
で

あ
る

。
ま

た
、

給
水

収
益

の
減

少
に

よ
り

年
々

増
加

し
て

い
る

。
⑤

料
金

回
収

率
は

、
給

水
原

価
の

高
値

に
よ

り
1
0
0
％

を
下

回
っ

て
い

る
。

事
業

に
必

要
な

費
用

を
給

水
収

益
で

賄
え

て
い

な
い

状
況

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
料

金
改

定
の

検
討

が
必

要
で

あ
る

。
⑥

給
水

原
価

は
、

類
似

団
体

の
平

均
値

を
下

回
っ

て
い

る
。

事
業

運
営

の
効

率
化

等
の

取
り

組
み

を
行

っ
て

い
る

も
の

の
、

費
用

等
の

増
加

や
年

間
総

有
収

水
量

が
年

々
減

少
す

る
こ

と
に

よ
り

令
和

3
年

度
は

増
加

と
な

っ
た

。
⑦

施
設

利
用

率
、

⑧
有

収
率

と
も

に
、

全
国

平
均

、
類

似
団

体
平

均
と

比
較

す
る

と
高

値
で

あ
り

、
効

率
的

な
施

設
運

営
が

で
き

て
い

る
。

（
今

後
の

対
策

）
経

営
状

況
は

、
将

来
的

な
見

通
し

を
踏

ま
え

る
と

楽
観

視
は

で
き

な
い

状
況

で
あ

る
。

　
安

定
し

た
経

営
を

維
持

し
て

い
く

た
め

に
、

今
後

も
計

画
的

に
更

新
事

業
を

実
施

し
、

経
常

収
支

と
の

バ
ラ

ン
ス

を
考

え
設

備
投

資
と

借
入

を
行

っ
て

い
く

。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

①
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

は
類

似
団

体
を

下
回

っ
て

い
る

が
、

上
昇

傾
向

で
あ

り
老

朽
化

が
進

ん
で

い
る

。
ア

セ
ッ

ト
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

取
組

み
に

よ
り

、
水

道
施

設
の

実
質

的
な

更
新

時
期

を
設

定
し

、
計

画
的

に
更

新
を

行
っ

て
い

く
。

②
管

路
経

年
化

率
は

類
似

団
体

平
均

値
よ

り
低

い
が

、
今

後
耐

用
年

数
に

達
し

更
新

時
期

を
迎

え
る

管
路

等
が

増
加

す
る

。
③

管
路

更
新

率
は

令
和

2
年

度
よ

り
更

新
工

事
が

増
加

し
、

類
似

団
体

平
均

と
近

似
と

な
っ

て
い

る
が

、
低

い
状

況
で

あ
り

、
今

後
も

老
朽

化
の

進
行

を
見

据
え

た
投

資
計

画
が

必
要

で
あ

る
。

（
今

後
の

対
策

）
　

施
設

の
経

年
化

を
正

確
に

把
握

し
た

こ
と

に
よ

り
、

耐
震

化
も

併
せ

た
計

画
的

、
効

率
的

な
修

繕
、

更
新

を
行

っ
て

い
く

予
定

で
あ

る
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

給
水

区
域

面
積

(
k
m
2
)

給
水

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

－
類

似
団

体
平

均
値

（
平

均
値

）

　
施

設
の

管
理

状
況

は
、

類
似

団
体

と
比

較
す

る
と

効
率

的
に

活
用

で
き

て
お

り
、

健
全

な
状

況
で

あ
る

。
　

し
か

し
、

今
後

は
人

口
減

少
や

節
水

機
器

の
高

性
能

化
に

よ
る

収
益

の
減

少
に

加
え

、
老

朽
施

設
が

増
加

す
る

こ
と

に
よ

る
費

用
の

増
加

が
予

測
さ

れ
、

健
全

な
事

業
経

営
の

た
め

に
長

期
的

な
対

策
が

必
要

と
考

え
ら

れ
る

。
（

今
後

の
対

策
）

　
将

来
に

わ
た

っ
て

上
質

な
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

た
め

に
、

更
新

需
要

を
考

慮
し

た
経

営
戦

略
に

基
づ

き
、

安
全

で
安

定
し

た
供

給
サ

ー
ビ

ス
を

永
続

的
に

提
供

で
き

る
よ

う
に

努
め

る
と

と
も

に
、

永
続

的
な

運
営

の
た

め
に

料
金

改
定

の
検

討
も

必
要

で
あ

る
。

1
,
3
4
9
.
3
5

【
】

令
和

3
年

度
全

国
平

均

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

-
5
9
.
5
3

9
5
.
8
3

2
,
7
5
0

4
8
,
5
0
9

資
金

不
足

比
率

(
％

)
自

己
資

本
構

成
比

率
(
％

)
普

及
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)
現

在
給

水
人

口
(
人

)

5
0
,
9
7
6

5
7
.
3
7

8
8
8
.
5
5

■
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）
法

適
用

水
道

事
業

末
端

給
水

事
業

A
5

自
治

体
職

員

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

3
年

度
決

算
）

熊
本

県
　

荒
尾

市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

グ
ラ

フ
凡

例

0.
00

0.
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①
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収
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率
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◇収支計画の新旧比較について 

「はじめに」で述べましたように、令和２年に完成したアセットマネジメントに基づく投資計画や今

回の料金改定を財政計画に反映させました結果は、1４ページの収支表のとおりですが、新旧の収支表

（３条分）を比較対照するために改めて下にお示ししました。 

これらの比較対照から次の①～③のようなことが言えるかと思います。 

② 料金改定後、給水収益（赤線部）は、年額で１.２～１.５億円増加する見込みである。 

②アセットマネジメントに基づく施設更新工事の遂行（資本的収支である４条予算の建設改良費を執

行すること）により、修繕費については実績額・予測額とも半額近く減っている（収益的収支である３

条予算の修繕費の執行が減少する）ものの（青線部の上部分）、減価償却費（収益的収支である３条予

算の費用の減価償却費）が修繕費の減額分以上に増加する（青線部の下部分）。 

③総合的に比較すると、料金改定による増収見込み分が費用の増加分を上回り、収支が改善される見

込みである。 

以上の結果「令和３年度以降の収益的収支の赤字見込」が令和４～５年度を除き「令和９年度まで黒

字となる見込」へと変化しています。（赤で囲った部分） 

このように計画期間内での黒字が見込める予測となっています。ただ、これらはあくまで予測であ

り、下の新旧の過去分（H30～R3）の予測と決算実績には乖離があるように、今後も同様な乖離がある

と見て、決算を注視していかなければなりません。 

 

 
※「その他収益」には、営業収入の「雑収益」、営業外収入の「補助金」「長期前受金戻入」「雑収益」を含む。又、「その他費用」には、「動力費（電気代や燃

料費）」「ダム負担金」「材料費」を含む。「職員給与費」の内容や推移、「減価償却費」の推移等については、P11（p10～12）を参照のこと。 
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４．まとめ 

現在、蛇口をひねれば簡単に出てくる水、その有難さを忘れてしまうほど身近になっています。 

日常生活に欠かせない水は、飲み水や炊事、洗濯、入浴、トイレなど多岐にわたって使用され、

水なしでは 1 日として暮らすことも困難です。その大切な水は、きちんと未来の子ども達へ引き継

いでいかなければなりません。 

本市では、職員減少や技術継承に備え、平成 28 年度から経営権などの責任は行政に残し、民間

でも行える業務を複数年（おおむね５年程度）にわたって包括的に民間業者へ委託を行う「水道事

業包括民間委託」での運営を行い、基本理念に「あらおの水 蛇口から出る安心をこれからも」を

掲げ、官民連携して水道を守っており、これからも安心安全な水道を未来へ引き継いでいくことを

お約束いたします。 

利用者の皆様におかれましても、改めて水道の大切さを見つめ直して頂き、ご理解とご協力を賜

りますよう、お願いいたします。 
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※以下は参考のための資料です。 

参考１ 重要指標の状況 
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参考２ アンケート結果 

 

【アンケートの概要】 

アンケート実施期間：2022 年 2 月 1 日～2022 年 2 月 28 実施 

アンケート実施方法：無作為に抽出した一般家庭水道利用者への郵送による調査 

サンプル数：配布 1,000 通に対し、回答 485 通回収 

必要サンプル数ｂ＝378.1  

 N：母集団 24,007 世帯（2022 年 2 月時点） 

 ｎ：回答数 485 

 E：許容誤差 5％ 

 P：回答比率 50％ 

 ｋ：信頼度 1.96（95％水準） 

算出式（±1.96は信頼度 95％における信頼区間係数） 

𝑏 = ±1.96・√
𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
・
𝑃(1 − 𝑃)

𝑛
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